
A

申請書作成ツールで第五面と第六面の入力がわかりづらいです。

お客様からのご意見・ご要望

下記の「よくあるお問い合わせ」に入力方法が記載されています。次ページに
資料がありますのでご確認ください。他にもお困りのさいは一度こちらをご確
認いただけますと、回答があるかもしれません。ご活用いただければ幸いです。

①.電子申請作成ツールを開き
申請書作成ツールをクリック

③.4-5Pに記載があります！

省エネ適判（又は性能評価等の）申請と確認申請を一緒に提出した
場合、それぞれの審査結果は社内で共有されますか？

A 両方の申請を当社でご利用された場合、ワンストップでのメリットが最大限
活かされるよう、社内で情報共有し交付処理の円滑化に努めまています。
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②.ヘルプにカーソルを合わせて
「よくある問い合わせ」をクリック
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第五面入力方法

第六面入力方法


